


ハウスクリ ーニング費用の公費負担制度の運用要領

１ 目的

犯罪被害者の遺族（ 以下「 遺族」 と いう 。 ） は、犯罪被害により 、自宅が汚損され

た場合、これを回復するために自費で血痕、吐しゃ物、排泄物、異臭等の除去等の清

掃（ 以下「 ハウスク リ ーニング」 と いう 。 ） を行っ ている現状があること から 、 これ

らに係る費用を公費支出すること により 、遺族の精神的かつ経済的な負担の軽減を図

ること を目的と する。

２ 支出対象事件

殺人罪（ 刑法第199条） 及び故意により 致死の結果を生じた事件
３ 公費支出の内容

対象事件に係る犯罪被害者及びその遺族（ 以下「 遺族等」 と いう 。 ） が所有する家

屋のハウスク リ ーニングに要した経費で、実際に遺族等が負担した額と し、上限額を

20万円（ 税込み） と する。
なお、犯罪行為によっ て破損した建具、家具等の交換、修理等に要する経費は含ま

ないものと するが、清掃が困難な汚損した布団等の処分に要する費用は含むものと す

る。

４ 支出除外事由

次のいずれかに該当する場合は、公費の支出を行わないこと と する。

⑴ 遺族等が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行う おそれがある組織に属して

いる、又は属していたと 認められる場合

⑵ 遺族が公費支出を希望しない場合

⑶ その他公費を支出すること が社会通念上適切でないと 認められる場合

５ 公費支出の特例

前記２及び３に規定する場合以外又は前記４に該当する場合であっ ても、

○ 犯罪被害者が重篤で、将来的に犯罪被害による負傷を起因と して死に至る

可能性が考えられる場合

○ 犯罪被害による汚損が大きく 、上限額以内での清掃が困難であると 認めら

れる場合

など、事案概要、遺族等の置かれた状況等を考慮し、警察署長、警務部警察安全相談

課長（ 以下「 警察安全相談課長」 と いう 。 ） 及び総務部会計課長が協議の上、被害者

支援上必要があると 認めた場合は、前記の規定にかかわらず支出する又は上限額を超

えて支出すること ができるものと する。

６ 制度の教示

本制度に基づいて公費支出する可能性のある事件を認知した場合、当該事件を担当

する者（ 以下「 担当職員」 と いう 。 ） は、事前に警務部警察安全相談課被害者支援室

（ 以下「 被害者支援室」 と いう 。 ） と 協議の上、遺族に対し、別紙「 ハウスク リ ーニ

ング費用補助のご案内」 （ 以下「 案内書」 と いう 。 ） を交付して説明し、費用の公費

支出を希望する場合は、担当職員に連絡するよう に教示すること 。

なお、本制度については、案内書に記載された注意事項を説明し、遺族の理解を得

ておく こ と 。

７ 支出の決定・ 手続等



⑴ 支出の決定等

ア 報告

担当職員は、費用の補助を希望する遺族（ 以下「 補助対象遺族」 と いう 。 ） か

ら連絡を受けた場合は、「 ハウスクリ ーニングに係る事案報告書」（ 様式第１号、

以下「 報告書」 と いう 。 ） を作成し、警察署長へ報告すること 。

イ 決定

報告を受けた警察署長は、公費支出の認定について、警察安全相談課長と協議

し適否を決定すること 。

ウ 補助対象遺族への通知

担当職員は、公費支出の協議後、その結果を速やかに補助対象遺族に通知する

こと 。

⑵ 支出手続

ア 支出方法

補助対象遺族又は清掃業者等が指定する金融機関の口座への振替により 行う

ものと し、 その口座番号等については、預貯金通帳等により 誤り がないこと を確

認すること 。

イ 請求書の徴収等

担当職員は、補助対象遺族又は清掃業者等から請求書（ 様式第２号） を徴収す

ると と もに、補助対象遺族又は清掃業者等が指定する口座番号がわかる預貯金通

帳の写し及び清掃業者等が発行した領収書、清掃作業報告書等の提出を受けるこ

と 。

なお、請求額が上限額の範囲内であること を確認しておく こ と 。

ウ 報告等

警察署長は、補助対象遺族又は清掃業者等から請求書の提出を受けた場合は、

総務部会計課長へ所要額等を報告すると と もに、当該請求書及び領収書、清掃作

業報告書等の各写しを被害者支援室へ送付すること 。

８ 保存期間

報告書の保存期間は、 ５年度と する。

様式省略



清掃業者に依頼した自宅の清掃
に掛かった費用について補助が出
る場合があります。

ハウスクリーニング費用の補助を申請す
る場合又はお問い合わせがある場合は，
下記担当者にご連絡ください。

担当者

連絡先

ハウ スクリーニング とは次の清掃です

作業項目 作業内容

拭き取り
床・壁紙等を専用の高レベル除菌洗浄液を

使用した洗剤などで拭き取る清掃

除菌・消臭
オゾン発生装置等を使用した高レベルの除

菌消臭作業

布団等の処分 清掃不可な布団等の処分に要する費用

裏面の注意事項もご確認ください

広島県警察 警察署

別紙



（裏面）

注意事項 ※( １）

1 被害に関係した場所の清掃に限ります。

2 破損した家具等の修理や交換はできません。

3 上記の作業内容外の作業代金はご自身の負担となります。

4 上限額は、原則20万円（税込み）です。
上限額を超える場合は、ご相談ください。

5 補助が出る場合は，業者から受け取った領収書と作業内容を記した報告
書を提出していただきます。

6 補助が出ない場合があります。また補助が出る場合でも，振込までに時間
がか かる場合があります。

注意事項（※ ２）
次の事項に該当すると判明した場合は，補助されません。

1 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属してい
る又は属していた場合

2 公費支出を希望されない場合

3 補助することが社会通念上適切でない場合


